
京都市市民活動センター条例の一部を改正する条例（令和４年３月３０日京都市条例第 

号）（文化市民局地域自治推進室） 

京都市市民活動総合センターの使用料の適正化を図るとともに，開所時間を変更する

ため，京都市市民活動センター条例の一部を改正することとしました。 

この条例は，令和４年６月１日から施行することとしました。 
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 京都市市民活動センター条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和４年３月３０日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市条例第   号 

   京都市市民活動センター条例の一部を改正する条例 

 京都市市民活動センター条例の一部を次のように改正する。 

 別表第２総合センターの項中「午後９時３０分」を「午後９時」に改める。 

 別表第３ １大会議室の項を次のように改める。 

会議室 

大 会 議 室 

午 前 
円 

１４，１４０  
午 後 １８，８５０  

夜 間 ２１，２１０  

第１会議室，第

２会議室及び第

３会議室 

午 前 １，１７０  

午 後 １，５７０  

夜 間 １，７６０  

第４会議室及び

第５会議室 

午 前 ３，０６０  

午 後 ４，０８０  

夜 間 ４，５９０  

和 室 Ａ 及 び 和 室 Ｂ 

午 前 ４７０  

午 後 ６２０  

夜 間 ７００  

別表第３ １備考１中「午後９時３０分」を「午後９時」に改め，同備考２中「大会議

室」を「会議室及び和室」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和４年６月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から

施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の京都市市民活動センター条例（以下「改正後の条例」という。）

の規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は，この条例の
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施行前においても行うことができる。 

（適用区分） 

３ 改正後の条例の規定は，この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後における

使用について適用し，施行日前における使用については，なお従前の例による。 

（経過措置） 

４ 前項の規定にかかわらず，施行日以後における使用（スモールオフィスの使用を除く。）

でこの条例の公布の日前の申請に係るものについては，なお従前の例による。 

（文化市民局地域自治推進室） 


